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居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置について

○ 平成28年度の「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調
査」において、「事業所内検討会の定期的な開催」、「事業所のケアマネジャーに対す
る同行訪問による支援（ＯＪＴ）」、「ケアマネジメント業務に関する相談」について、
管理者が主任ケアマネジャーである方が実施していると回答した割合が高くなっていた。
（※平成30年度の「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調
査」においても同様）

○ これを踏まえ、平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所における人材
育成の取組を推進するため、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とし、令和
３年３月31日までの経過措置期間を設けた。

○ なお、当時の審議報告において、その見直しについては、人材確保の状況について検
証するべきとされていた。

現状



居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査（平成２８年度）

○ 管理者が主任ケアマネジャー資格を保有する割合は、44.9%であった。
○ 「事業所内検討会の定期的な開催」、「事業所のケアマネジャーに対する同行訪問による支援（ＯＪＴ）」、「ケア

マネジメント業務に関する相談」について、管理者が主任ケアマネジャーであるほうが実施していると回答した割合が
高くなっている。

事業所のケアマネジャーに対し同行訪問による支援（OJT）を行っているか
（事業所調査票）

事業所のケアマネジャーに対し、ケアマネジメント業務に関する相談の時
間を設けているか（事業所調査票）【複数回答可】

11.6%

18.9%

75.1%

81.0%

13.8%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者が主任ケア

マネジャーでない

（n=594）

管理者が主任ケア

マネジャーである

（n=646）

定期的に相談の時間を設けている 随時相談を受けている 設けていない 無回答

44.9% 51.1% 3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者が主任ケアマネジャーである 管理者が主任ケアマネジャーでない 無回答

管理者の主任ケアマネジャー資格の保有状況（事業所調査票）

42.4%

65.6%

53.7%

31.9%

3.9%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者が主任ケア

マネジャーでない

（n=594）

管理者が主任ケア

マネジャーである

（n=646）

している していない 無回答

※ケアマネジャー数が１名の事業所を除く。

事業所内検討会を定期的に開催しているか（事業所調査票）

54.0%

66.3%

41.4%

30.2%

4.5%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者が主任ケア

マネジャーでない

（n=594）

管理者が主任ケア

マネジャーである

（n=646）

同行訪問による支援を行っている 同行訪問による支援を行っていない 無回答

※ケアマネジャー数が１名の事業所を除く。 2※ケアマネジャー数が１名の事業所を除く。

3.4%

3.4%



居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査（平成30年度）

○ 管理者が主任ケアマネジャー資格を保有する割合は、５１.２%であった。
○ 「事業所内検討会の定期的な開催」、「事業所のケアマネジャーに対する同行訪問による支援（ＯＪＴ）」、「ケア

マネジメント業務に関する相談」について、管理者が主任ケアマネジャーであるほうが実施していると回答した割合が
高くなっている。

事業所のケアマネジャーに対し訪問等へ同行し指導しているか
（事業所調査票）

事業所のケアマネジャーに対し、ケアマネジメント業務に関する相談の時
間を設けているか（事業所調査票）

27.7%

41.5%

30.0%

43.9%

42.3%

14.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者が主任ケア

マネジャーでない

（n=563）

管理者が主任ケア

マネジャーである

（n=660）

定期的に相談の時間を設けている 設けていない 無回答

51.2% 43.7% 5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者が主任ケアマネジャーである 管理者が主任ケアマネジャーでない 無回答

管理者の主任ケアマネジャー資格の保有状況（事業所調査票）

28.4%

62.6%

32.3%

22.6%

39.3%

14.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者が主任ケア

マネジャーでない

（n=563）

管理者が主任ケア

マネジャーである

（n=660）

している していない 無回答

事業所内事例検討会を定期的に開催しているか（事業所調査票）

19.9%

42.1%

37.8%

43.3%

42.3%

14.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理者が主任ケア

マネジャーでない

（n=563）

管理者が主任ケア

マネジャーである

（n=660）

訪問等へ同行し指導を行っているか 行っていない 無回答
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IV 今後の課題

６．居宅介護支援

③ 質の高いケアマネジメントの推進

ア 管理者要件の見直し

居宅介護支援事業所における人材育成の取組を推進するため、主任ケアマネジャーで

あることを管理者の要件とする。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。

○ 訪問介護のサービス提供責任者の任用要件や居宅介護支援事業所の管理者要件の見直

しについては、人材確保の状況について検証するべきである。

また、多職種協働によるサービス提供をマネジメントできる人材の育成と確保や、介護人材

の有効活用・機能分化、キャリアアップをより推進していく観点から、運営基準や介護報酬上

どのような対応が考えられるのか、検討していくべきである。

平成30年度介護報酬改定に関する審議報告（抜粋）
社会保障審議会介護給付費分科会（平成29年12月18日）

Ⅲ 各サービスの報酬・基準に係る見直しの基本的な方向
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○ 調査対象は、全国の指定居宅介護支援事業所38,712箇所（悉皆）、休止中の事業所を除く
○ 調査対象の選定については、厚生労働省より依頼を受けた保険者より調査対象一覧を作成
○ 回収状況は、回収率82.4％（令和元年９月末時点）

○ 厚生労働省より都道府県を介し、全国の保険者へ調査協力の依頼
○ 保険者は管轄の指定居宅介護支援事業所へ調査協力の依頼
○ 保険者より依頼を受けた指定居宅介護支援事業所の管理者がWeb上で本調査に回答
○ 調査時期は、令和元年８月～９月まで実施

○ 平成３０年度介護報酬改定においては、質の高いケアマネジメントの推進の観点から、一定の経過措置期間を設けた上で、
主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とする見直しが行われた。これらの見直しを受けた居宅介護支援事業所および
その管理者の現状について調査するとともに、次期介護報酬改定に向け、居宅介護支援事業所の管理者の在り方の検討に
資する基礎資料を得ることを目的とする。

１．調査の目的

２．調査方法

３．調査対象・回収状況

5

居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業（結果概要）

【出典】（株）三菱総合研究所「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業「管理者要件に関する調査」」（結果概要）（令和元年度老人保健健康増進等事業）



管理者が
主任ケア
マネ
ジャーで
ある

管理者が
主任ケア
マネ
ジャーで
ない

無回答

全体 1年未満 1年以上2
年未満

2年以上3
年未満

3年以上4
年未満

4年以上5
年未満

5年以上6
年未満

6年以上7
年未満

7年以上8
年未満

8年以上9
年未満

9年以上
10年未満

10年以上 (別掲)5年
以上

無回答

31,601 18,681 12,913 505 691 854 1,147 1,496 1,604 864 665 541 594 3,945 8,213 7 7

100.0% 59.1% 40.9% 1.6% 2.2% 2.7% 3.6% 4.7% 5.1% 2.7% 2.1% 1.7% 1.9% 12.5% 26.0% 0.0% 0.0%

累積※ 505 1196 2050 3197 4693 6297 7161 7826 8367 8961 12906

1.6% 3.8% 6.5% 10.1% 14.9% 19.9% 22.7% 24.8% 26.5% 28.4% 40.8%

全体 1年未満 1年以上
2年未満

2年以上
3年未満

3年以上
4年未満

4年以上
5年未満

5年以上
6年未満

6年以上
7年未満

7年以上
8年未満

8年以上
9年未満

9年以上
10年未

10年以
上

(別掲)
5年以上

無回答

31,601 533 725 884 1,178 1,562 2,010 1,783 1,793 1,769 2,017 17,333 26,705 14

100.0% 1.7% 2.3% 2.8% 3.7% 4.9% 6.4% 5.6% 5.7% 5.6% 6.4% 54.8% 84.5% 0.0%

【主任ケアマネジャーではない管理者の業務経験年数】
○ 令和元年７月末日時点で主任ケアマネジャーではない、かつ「経歴４年未満」の管理者は10.1%であった。
○ 令和元年７月末日時点で主任ケアマネジャーではない、かつ「経歴１年未満」の管理者は1.6%であった。

○管理者の基本属性（業務経験年数）４．調査結果概要

図表１ 管理者の業務経験年数

図表２ 主任ケアマネジャーでない管理者の業務経験年数

一部の管理者（経歴４カ月未満）が、

令和６年３月までに主任ケアマネジャー
研修の受講要件を満たせない

一部の管理者（経歴３年４カ月未満）
が、令和３年３月までに主任ケアマネ
ジャー研修の受講要件を満たせない

※累積は、業務経験年数が当該年未満の主任ケアマネジャーではない管理者の人数または割合の合計値

居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業（結果概要）

【出典】（株）三菱総合研究所「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業「管理者要件に関する調査」」（結果概要）（令和元年度老人保健健康増進等事業）

令和元年７月末日時点

令和元年７月末日時点
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管理者が
主任ケア
マネ
ジャーで
ある

管理者が
主任ケア
マネ
ジャーで
ない

無回答

全体 1年未満 1年以上2
年未満

2年以上3
年未満

3年以上4
年未満

4年以上5
年未満

5年以上6
年未満

6年以上7
年未満

7年以上8
年未満

8年以上9
年未満

9年以上
10年未満

10年以上 (別掲)5年
以上

無回答

31,601 18,681 12,913 505 691 854 1,147 1,496 1,604 864 665 541 594 3,945 8,213 7 7

100.0% 59.1% 40.9% 1.6% 2.2% 2.7% 3.6% 4.7% 5.1% 2.7% 2.1% 1.7% 1.9% 12.5% 26.0% 0.0% 0.0%

7,779 3,192 4,584 205 319 332 408 515 511 301 219 191 205 1,375 2,802 3 3

100.0% 41.0% 58.9% 2.6% 4.1% 4.3% 5.2% 6.6% 6.6% 3.9% 2.8% 2.5% 2.6% 17.7% 36.0% 0.0% 0.0%

7,666 3,687 3,978 133 188 253 374 451 469 255 210 173 200 1,269 2,576 3 1

100.0% 48.1% 51.9% 1.7% 2.5% 3.3% 4.9% 5.9% 6.1% 3.3% 2.7% 2.3% 2.6% 16.6% 33.6% 0.0% 0.0%

5,877 3,842 2,034 66 91 116 164 247 276 145 114 93 88 634 1,350 0 1

100.0% 65.4% 34.6% 1.1% 1.5% 2.0% 2.8% 4.2% 4.7% 2.5% 1.9% 1.6% 1.5% 10.8% 23.0% 0.0% 0.0%

4,241 3,138 1,102 49 38 77 91 131 168 83 64 43 49 309 716 0 1

100.0% 74.0% 26.0% 1.2% 0.9% 1.8% 2.1% 3.1% 4.0% 2.0% 1.5% 1.0% 1.2% 7.3% 16.9% 0.0% 0.0%

6,027 4,816 1,210 52 54 76 108 152 180 80 58 40 52 357 767 1 1

100.0% 79.9% 20.1% 0.9% 0.9% 1.3% 1.8% 2.5% 3.0% 1.3% 1.0% 0.7% 0.9% 5.9% 12.7% 0.0% 0.0%

6(1)介護支援専門員としての業務経験年数

全体

ケアマネ
ジャー実
人員合計

1人

2人

3人

4人

5人以上

【介護支援専門員人員別主任ケアマネジャーではない管理者の業務経験年数】
○ ケアマネジャーの実人員が「１人」の事業所の管理者のうち、主任ケアマネジャーではない、かつ業務経験年数が「４年未満」

の割合は16.2%であった。
○ 管理者が主任ケアマネジャーではない事業所のうち、ケアマネジャーの実人員が少ない事業所ほど業務経験年数の「１年未

満」の介護支援専門員が管理者であると回答した割合が高く、ケアマネジャーの実人員が「１人」の事業所の場合、2.6%であっ
た。

○管理者の基本属性（業務経験年数）４．調査結果概要

図表３ 介護支援専門員人数別主任ケアマネジャーではない管理者の業務経験年数

一部の管理者（経歴４カ月未満）が、

令和６年３月までに主任ケアマネジャー
研修の受講要件を満たせない

一部の管理者（経歴３年４カ月未満）
が、令和３年３月までに主任ケアマネ
ジャー研修の受講要件を満たせない

居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業（結果概要）

【出典】（株）三菱総合研究所「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業「管理者要件に関する調査」」（結果概要）（令和元年度老人保健健康増進等事業）

令和元年７月末日時点
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全体 管理者が
主任介護
支援専門
員である

管理者が
主任介護
支援専門
員でない

無回答

令和元年 31,601 18,681 12,913 7
100.0% 59.1% 40.9% 0.0%
1,288 660 563 65
100.0% 51.2% 43.7% 5.0%

本調査（R1.7）

平成30年度 居宅介護支援事業所

【主任介護支援専門員研修修了の有無】
○ 管理者が主任介護支援専門員ではない管理者のうち、主任介護支援専門員研修を「経過措置期間中に修了できる見
込みがない」割合は13.4%、終了の見込みについて「わからない」と回答した割合は7.7%であった。

４．調査結果概要 ○管理者の基本属性（主任介護支援専門員研修の修了）

図表４ 管理者の主任介護支援専門員研修修了の有無

図表５ 経過措置期間中の主任介護支援専門員研修修了の見込み

全体 経過措置
期間中に
修了見込
み

経過措置
期間中に
修了でき
る見込み
はない

わからな
い

無回答

12,913 6,265 4,205 2,435 8
100.0% 48.5% 32.6% 18.9% 0.1%

居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業（結果概要）

【出典】（株）三菱総合研究所「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業「管理者要件に関する調査」」（結果概要）（令和元年度老人保健健康増進等事業）

令和元年７月末日時点

令和元年７月末日時点

40.9% 19.8% 13.4% 7.7% 0.0%

全体31,601に対する割合
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無回答

無回答

主任介護
支援専門
員研修の
参加を申
し込んだ
が、定員
の超過に
より参加
できない
ため。

主任介護
支援専門
員研修に
参加する
ための日
程確保が
困難であ
るため。

主任介護
支援専門
員の資格
要件のう
ち、介護
支援専門
員として
の実務経
験５年以
上の要件
が満たせ
ないた
め。

主任介護
支援専門
員研修を
受講する
ための経
済的負担
が重いた
め。

担当事例
の資料提
出をする
ことが難
しいた
め。

事業所の
方針とし
て主任介
護支援専
門員を配
置しない
ため。

その他 無回答

31,601 18,681 12,913 6,265 6,640 281 1,460 3,425 827 349 185 1,919 2 8 7

100.0% 59.1% 40.9% 19.8% 21.0% 0.9% 4.6% 10.8% 2.6% 1.1% 0.6% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0%

7,779 3,192 4,584 2,069 2,510 89 589 1,352 361 143 96 616 0 5 3

100.0% 41.0% 58.9% 26.6% 32.3% 1.1% 7.6% 17.4% 4.6% 1.8% 1.2% 7.9% 0.0% 0.1% 0.0%

7,666 3,687 3,978 1,977 1,999 97 438 1,019 269 115 63 580 1 2 1

100.0% 48.1% 51.9% 25.8% 26.1% 1.3% 5.7% 13.3% 3.5% 1.5% 0.8% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0%

5,877 3,842 2,034 1,036 998 50 210 473 106 41 18 349 0 0 1

100.0% 65.4% 34.6% 17.6% 17.0% 0.9% 3.6% 8.0% 1.8% 0.7% 0.3% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0%

4,241 3,138 1,102 572 530 20 100 271 50 21 3 180 0 0 1

100.0% 74.0% 26.0% 13.5% 12.5% 0.5% 2.4% 6.4% 1.2% 0.5% 0.1% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0%

6,027 4,816 1,210 611 599 23 122 309 41 28 5 194 1 0 1

100.0% 79.9% 20.1% 10.1% 9.9% 0.4% 2.0% 5.1% 0.7% 0.5% 0.1% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0%

ケアマネ
ジャー実
人員合計

1人

2人

3人

4人

5人以上

経過措置
期間中に
修了見込
み

「経過措
置期間中
に修了で
きる見込
みはな
い」　「わ
からない」

全体

管理者が
主任ケア
マネ
ジャーで
ある

管理者が
主任ケア
マネ
ジャーで
ない

全体

【その他の主な内容】

○ 経過措置期間が終わるまでに、管理者を主任介護支援専門員資格保有者で交代する予定のため
○ 事業所内に管理者以外で主任介護支援専門員が配置されているため
○ 他事業所・施設との兼務の関係により、主任介護支援専門員の資格要件のうち、専任の介護支援専門員の要件が満たせないため

【経過措置期間中の主任介護支援専門員研修修了の見込み】
○ 主任介護支援専門員研修を「経過措置期間中に修了できる見込みがない」、または「わからない」と回答した理由について
は、「介護支援専門員としての実務経験年数５年以上の要件が満たせないため」と回答した割合が10.8%と も多かった。

４．調査結果概要 ○管理者の基本属性（主任介護支援専門員研修の修了）

図表６ 経過措置期間中の主任介護支援専門員研修修了の見込みがない、またはわからない理由
（複数回答可）

居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業（結果概要）

【出典】（株）三菱総合研究所「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究事業「管理者要件に関する調査」」（結果概要）（令和元年度老人保健健康増進等事業）

令和元年７月末日時点
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居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置について

○ 令和元年度の「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影
響に関する調査「管理者要件に関する調査」」の結果を踏まえ、令和３年３月31日時点
で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、
管理者が主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和９年３月31日まで猶予することと
してはどうか。

結果として、令和３年４月１日以降に新たに管理者となる者は、いずれの事業所で
あっても主任ケアマネジャーであることが求められることとなる。

○ ただし、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取
得している事業所については、管理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いも可能とし
てはどうか。

○ また、令和３年４月１日以降、不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とで
きなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と「改善計画書」（仮
称）を保険者に届出た場合は、管理者が主任ケアマネジャーとする要件の適用を１年間
猶予することとしてはどうか。

対応案
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○ 他の保健医療サービス⼜は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護⽀援専⾨員に対する助⾔、指導その
他の介護⽀援サービスを適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを⽬的とし
て⾏われる研修を修了した者。【施⾏規則第140条の66第１号、第140の68第１項第１･２号】

１ 主任介護⽀援専⾨員の定義

主任介護支援専門員の概要

＜主任介護⽀援専⾨員研修＞
○受験要件【介護⽀援専⾨員資質向上事業実施要綱（平成26年7⽉4⽇ ⽼発0704第2号 厚⽣労働省⽼健局⻑通知）】
介護⽀援専⾨員更新研修修了者であって、以下の①から④のいずれかに該当する者
① 専任の介護⽀援専⾨員として従事した期間が通算して５年（60ヶ⽉）以上である者（管理者との兼務期間も算定可能）
② ケアマネジメントリーダー養成研修修了者⼜は⽇本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、
専任の介護⽀援専⾨員として従事した期間が通算して３年（36ヶ⽉）以上である者（管理者との兼務期間も算定可能）

③ 主任介護⽀援専⾨員に準ずる者として、現に地域包括⽀援センターに配置されている者
④ その他、介護⽀援専⾨員の業務に関し⼗分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者

※ その他、質の⾼い研修を実施する観点から、都道府県において上記要件以外の要件を設定することも可能。

＜主任介護⽀援専⾨員更新研修＞
○受講要件【介護⽀援専⾨員資質向上事業実施要綱（平成26年7⽉4⽇ ⽼発0704第2号 厚⽣労働省⽼健局⻑通知）】
主任介護⽀援専⾨員研修修了証明書の有効期間の更新を受けようとする者であって、以下の①から⑤のいずれかに該当する者
① 介護⽀援専⾨員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者
② 地域包括⽀援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年４回以上参加した者
③ ⽇本ケアマネジメント学会が開催する研究⼤会等において、演題発表等の経験がある者
④ ⽇本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー
⑤ 主任介護⽀援専⾨員の業務に⼗分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者

※ その他、質の⾼い研修を実施する観点から、都道府県において上記要件以外の要件を設定することも可能。

２ 資格取得･研修体系

11



主任介護支援専門員研修のカリキュラム
介護保険法施⾏令第37条の15第２項に規定する厚⽣労働⼤⾂が定める基準（平成18年厚⽣労働省告⽰第265号）

研修科⽬ 時間

講
義 主任介護⽀援専⾨員の役割と視点 ５

ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する⽀援 ２

ターミナルケア ３

⼈材育成及び業務管理 ３

運営管理におけるリスクマネジメント ３

講
義
・
演
習

地域援助技術 ６

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働
の実現 ６

対⼈援助者監督指導 18

個別事例を通じた介護⽀援専⾨員に対する指導・⽀援の展開 24

合 計 70

注）修了評価を実施すること。

○ 主任介護⽀援専⾨員研修

注）修了評価を実施すること。

○ 主任介護⽀援専⾨員更新研修

研修科⽬ 時間

講
義 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向 ４

講
義
・
演
習

主任介護⽀援専⾨員としての実践の振り返りと指導及び⽀援の実践

リハビリテーション及び福祉⽤具の活⽤に関する事例 ６

看取り等における看護サービスの活⽤に関する事例 ６

認知症に関する事例 ６

⼊退院時等における医療との連携に関する事例 ６

家族への⽀援の視点が必要な事例 ６

社会資源の活⽤に向けた関係機関との連携に関する事例 ６

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービスや
施設サービス等）の活⽤に関する事例 ６

合 計 46
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○ 地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、都道府県計画を踏まえて実施
される「参入促進」・「資質の向上」・「労働環境・処遇の改善」に資する事業を支援。

参入促進 資質の向上 労働環境・処遇の改善

地域医療介護総合確保基金を活用した介護従事者の確保

○ 関係機関・団体との連携・協働の推進を図るための、都道府県単位での協議会の設置
○ 介護人材育成等に取り組む事業所に対する都道府県の認証評価制度の運営支援

令和元年度予算
公費：124億円（国費：82億円）

○新人介護職員に対するエルダー・メン

ター（新人指導担当者）制度等導入のため
の研修

○管理者等に対する雇用改善方策の普及

・ 管理者に対する雇用管理改善のため
の労働関係法規、休暇・休職制度等の
理解のための説明会の開催

・ 介護従事者の負担軽減に資する介護
ロボットの導入支援

・ 新人教育やキャリアパスなど雇用管理
体制の改善に取り組む事業所のコンテ
スト・表彰を実施

○介護従事者の子育て支援のための施設
内保育施設運営等の支援

○子育て支援のための代替職員のマッチン
グ

○介護事業所に対するICTの導入支援
（新規）

○人材不足に関連した課題等が急務と

なっている介護事業所に対する業務改善
支援 （新規） 等

○地域住民や学校の生徒に対する介護や介
護の仕事の理解促進

○若者・女性・高齢者など多様な世代を対象
とした介護の職場体験

○高齢者など地域の住民による生活支援の
担い手の養成

○介護未経験者に対する研修支援

○過疎地域等の人材確保が困難な地域にお
ける合同就職説明会の実施

○ボランティアセンターとシルバー人材セン
ター等の連携強化

○介護事業所におけるインターンシップ等の
導入促進

○介護に関する入門的研修の実施からマッ

チングまでの一体的支援、介護の周辺業務
等の体験支援（新規）

○介護福祉士国家資格の取得を目指す外国
人留学生の受入環境整備

等

○介護人材キャリアアップ研修支援
・ 経験年数３～５年程度の中堅職員に対する
研修

・ 喀痰吸引等研修
・ 介護キャリア段位におけるアセッサー講習受
講

・ 介護支援専門員に対する研修

○各種研修に係る代替要員の確保、出前研
修の実施（新規）

○潜在介護福祉士の再就業促進
・ 知識や技術を再確認するための研修の実施
・ 離職した介護福祉士の所在等の把握

○認知症ケアに携わる人材育成のための研
修

○地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築に資する人材育成
・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成のための研修

○認知症高齢者等の権利擁護のための人材
育成

等
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14

平成29年度主任介護支援専門員研修・更新研修 実施状況

【出典】厚生労働省老健局振興課調べ

都道府県名 主任介護⽀援専⾨員研修 主任介護⽀援専⾨員更新研修
年間修了者数 受講料 基⾦活⽤の有無 年間修了者数 受講料 基⾦活⽤の有無

北海道 181⼈ 55,000円 無 479⼈ 41,000円 無
⻘森県 74⼈ 47,000円 無 172⼈ 46,000円 無
岩⼿県 75⼈ 28,600円 有 174⼈ 15,900円 有
宮城県 85⼈ 42,000円 無 171⼈ 33,000円 無
秋⽥県 74⼈ 20,996円 有 140⼈ 20,996円 有
⼭形県 46⼈ 41,000円 有 115⼈ 23,300円 有
福島県 91⼈ 23,000円 有 201⼈ 20,000円 有
茨城県 78⼈ 44,280円 無 114⼈ 25,000円 無
栃⽊県 154⼈ 34,000円 無 50⼈ 10,000円 無
群⾺県 41⼈ 47,000円 無 126⼈ 37,000円 無
埼⽟県 147⼈ 49,000円 有 528⼈ 46,000円 有
千葉県 139⼈ 53,000円 無 217⼈ 43,000円 無
東京都 214⼈ 52,600円 有 665⼈ 38,000円 有
神奈川県 243⼈ 50,000円 無 438⼈ 40,000円 無
新潟県 123⼈ 43,800円 無 221⼈ 36,900円 無
富⼭県 34⼈ 48,320円 有 106⼈ 32,320円 無
⽯川県 51⼈ 47,320円 無 128⼈ 40,320円 無
福井県 41⼈ 50,000円 無 82⼈ 30,000円 無
⼭梨県 28⼈ 54,320円 有 59⼈ 45,320円 無
⻑野県 86⼈ 36,000円 無 172⼈ 43,000円 無
岐⾩県 75⼈ 58,000円 無 190⼈ 43,000円 無
静岡県 127⼈ 50,000円 無 213⼈ 40,000円 無
愛知県 246⼈ 55,000円 無 333⼈ 52,000円 無
三重県 94⼈ 30,400円 無 104⼈ 20,000円 無
滋賀県 63⼈ 32,900円 無 152⼈ 25,724円 無
京都府 102⼈ 44,200円 有 182⼈ 43,904円 有
⼤阪府 374⼈ 60,000円 無 1,397⼈ 36,500円 無
兵庫県 280⼈ 57,000円 無 579⼈ 39,500円 無
奈良県 57⼈ 44,000円 無 104⼈ 39,000円 無
和歌⼭県 41⼈ 60,000円 無 117⼈ 36,000円 無
⿃取県 28⼈ 40,000円 有 70⼈ 30,320円 有
島根県 36⼈ 24,320円 有 135⼈ 22,320円 有
岡⼭県 108⼈ 35,400円 有 232⼈ 23,100円 有
広島県 112⼈ 62,000円 無 250⼈ 42,104円 無
⼭⼝県 45⼈ 50,000円 有 93⼈ 50,000円 有
徳島県 32⼈ 39,320円 有 55⼈ 27,320円 有
⾹川県 38⼈ 40,000円 無 59⼈ 42,000円 無
愛媛県 45⼈ 52,000円 有 76⼈ 46,000円 有
⾼知県 63⼈ 42,000円 有 63⼈ 33,000円 無
福岡県 177⼈ 30,000円 無 465⼈ 40,000円 無
佐賀県 30⼈ 35,000円 無 79⼈ 25,000円 無
⻑崎県 48⼈ 40,000円 無 155⼈ 40,000円 無
熊本県 70⼈ 38,000円 無 179⼈ 32,000円 無
⼤分県 56⼈ 44,320円 無 79⼈ 36,320円 無
宮崎県 36⼈ 39,996円 無 159⼈ 33,996円 無
⿅児島県 53⼈ 42,320円 無 207⼈ 35,320円 無
沖縄県 70⼈ 40,000円 有 112⼈ 28,000円 有
合計 4,511⼈ － － 10,197⼈ － －
平均 96⼈ 43,690円 － 217⼈ 34,670円 －

「有」の数 188⼈ 43,444円 17 － － 14
※受験料については、自治体内で複数の事業所が実施している場合は、その平均値としている。
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出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）」（各年４月審査分）

居宅介護支援･介護予防支援の請求事業所数

3,490  3,859  3,987  4,117  4,134  4,224  4,392  4,492  4,541  4,704  4,834  4,960  5,072 

30,722  30,692  30,932  31,428  32,412  34,019  35,630  37,097  38,541  39,471  39,949 
40,065  39,685 
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居宅介護支援

介護予防支援

34,212 34,551

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
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38,243

40,022
41,589

43,082 44,175 44,783 45,025

（事業所）

44,757
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特別地域居宅介護支援加算・中山間地域等における小規模事業所加算の事業所数

（参考）
○特別地域居宅介護支援加算：別に厚生労働大臣が定める地域（離島、山村、豪雪地帯等）に所在する

指定居宅介護支援事業所が算定する加算。
○中山間地域等における小規模事業所加算：別に厚生労働大臣が定める地域（半島、農山村、過疎地域

等）に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準（１月当たり実利用者数が20人以下）に適合
する指定居宅介護支援事業所が算定する加算。

平成27年度
（9月）

平成28年度
（9月）

平成29年度
（9月）

平成30年度
（9月）

事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合 事業所数 割合

総数 39,023 100.0％ 39,719 100.0％ 40,066 100.0％ 39,851 100.0％

特別地域居宅介護支
援加算

1,754 4.5％ 1,761 4.4% 1,743 4.4% 1,721 4.3%

中山間地域等における
小規模事業所加算

269 0.7% 240 0.6% 214 0.5% 170 0.4%

計 割合 2,023 5.2% 2,001 5.0% 1,957 4.9% 1,891 4.7%

※「総数」とは、基本報酬（居宅介護支援（Ⅰ）～（Ⅲ））のいずれかを算定している事業所数

件数：実事業所数（箇所）

出典：居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業（平成30年度調査）17


